
とりまとめ

各水害発生後原則４５日以内

に都道府県に提出

☆水害区域図作成 ☆一般資産調査票作成

現地調査

翌年１月の都道府県の指定す

る日までに、都道府県に提出

水害区域図

（ＰＤＦ及びＫＭＬファイル）

調査票

（調査員調査票.xls）

☆公共土木（地単）調査票の作成

☆公益事業等調査票の作成

一般資産調査 公共土木（地方単独）調査

都道府県及び市区町村が所管する施設対象☆調査員調査票の読み込み

国交省提出ファイル(suigai.lzh)

市区町村が所管する施設対象

都道府県が所管する施設対象

各公益事業等の事業主体

公共土木（補助事業）調査

☆審査、調査票の補完入力

水害統計調査全体の流れ

☆一般資産の被害状況等の把握

調査票

（titan.txt）

☆公共土木（地単）調査票の作成

☆公共土木（地単）調査票の読込

調査票

（公益事業等調査票.xls）

☆調査結果の集計

☆水害被害額の算定

☆水害被害額の公表

（記者発表）

☆再確認依頼

☆審査、確認

☆水害統計書

・水害区域図作成システム

操作マニュアル

・水害統計調査調査要領

【市区町村用】

・水害統計入力

システム

（調査員調査票）

操作マニュアル

・水害統計調査調査要領

【都道府県用】

・水害統計入力システム

（都道府県担当者用）

操作マニュアル

・水害統計調査調査要領

【公益事業所用】

■調査要領：調査目的、対象、方法、留意事項等を記述

■システム操作マニュアル：調査を支援するシステムの操作方法

等を記述

翌年2月末までに、

国土交通省水管理・国土保全局に提出

・水害統計入力システム

（市区町村担当者用）

操作マニュアル

☆公益事業者へ

調査依頼

☆市区町村へ調

査依頼

公益事業等調査

公共土木（直轄事業）調査

国土交通省各課が

所管する施設対象 ・翌年7月頃に暫定値公表

・翌々年3月頃に確報値公表

水害区域図作成支援システム

（WEB上で作成）
水害統計入力システム

（調査員調査票.xls）
水害統計入力システム

（市区町村担当者

水害統計調査の準備 ☆必要資料の入手
必要資料のダウンロード（水管理・国土保全局ホームページ）

https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/suigaitoukei/shiryo

調査要領（公益事業者用）、調査票を提供

☆ 主な作業

作成するデータ等

使用するシステム

スケジュール

水害発生

☆公共土木（補助事業）調査票の作成

水害統計入力システム

☆審査

調査票水害区域図

水害区域図（ＰＤＦ及びＫＭＬファイル）

☆審査、調査票の補完入力 ☆審査、調査票の補完入力

水害統計入力システム 水害統計入力システム

☆公益事業等調査票の読込

☆国交省提出ファイル作成

☆関係各課から

データ収集

・水害統計オンラインシステム

操作マニュアル

水害統計オンラインシステム（オンラインサイト）

水害区域図作成支援システム

水害統計入力システム

水害統計オンラインシステム

水害統計入力システム水害統計入力システム

☆水害統計ＤＢ

※防災ＬＡＮ

☆e-Stat
（政府統計の総合迄口）

地方整備局、関係他省庁、

都道府県、国立大学等に配布

水害統計書に掲載されている

各種帳票のダウンロード

水害区域図を含む

各種過去データの検索

令和5年1月1日から12月31日までの水害に対して調査を実施する

政府統計共同利用システム

政府統計共同利用システム
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